
 

 

平成３０年度 監査事務局運営方針 
 

 

１ 監査委員の使命 

監査委員は，地方自治法に基づき普通地方公共団体に必ず置くこととされて

おり，長から独立した独任制の執行機関です。 

監査委員は，本市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理の監

査等を実施し，その結果に関する報告を議会及び市長等に提出し，公表するこ

となどにより，公正で能率的な行政運営の確保に資するとともにその透明性の

向上を図り，市民の福祉の増進に寄与することを使命としています。 

 

２ 監査事務局の役割等 

（１）役割 

 監査事務局は，監査委員の補助機関として，法律の定めるところにより，

条例で設置されています。 

 監査事務局では，監査委員の命を受けて，監査委員がその権限に基づき職

務（監査，検査，審査）を執行するに当たり合理的な基礎を得て判断できる

よう，実地調査及び資料調査，報告書等の文案作成などの事務（監査業務）

を行います。 

（２）目指すもの 

ア 監査委員がその使命を果たすため，本市の財務事務等が法令等に基づき

適正に処理されているかという点だけでなく，「最少の経費で最大の効果を

挙げているか」等の地方自治法に定められた観点を踏まえて監査業務を行

います。 

イ 事務処理等の誤りが不祥事や多額の財政的損失などとして市政に対する

市民の信頼や業務の有効性等の確保に大きな影響を及ぼす前に，執行機関

により自発的かつ継続的に是正や改善が図られるよう取り組みます。 

ウ 監査業務を通して，本市職員のルールに対する正しい理解やコンプライ

アンスの重要性に対する認識を深めることにより，職員が事務処理を誤る

ことなく，安心して業務を行うことができる環境づくりに貢献します。 

 



 

（３）組織・職場運営 

ア 監査事務局の目指すものの実現に向けて，研修の充実などにより，専門

性の高い職員の育成を推進し，監査能力の維持向上を図るとともに，限ら

れた監査資源の中でより効率的かつ実効性の高い監査を実施します。 

イ そのため，職員が健康で仕事にやりがいを感じながら業務に従事し，そ

の能力を最大限に発揮できるよう，働き方改革に積極的に取り組み，風通

しがよく，ワーク・ライフ・バランスのとれた「働きやすく・働きがいの

ある職場づくり」を推進します。 
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平成３０年度 監査事務局運営の総括表 

基本方針・重点方針 

厳正かつ的確に監査業務を実施することにより，市政に対する市民の信頼の向上及び市

民の福祉の増進に寄与することを目指します。 

平成 30 年度重点取組 

取組名 目 標 計 画 ・ 条 例 等 所属等 

１ 

個
別
事
項 

⑴ 定 期 監 査

（事務）及び

財政援助団体

等監査（事務） 

監査対象に係るリスク

を考慮するとともに，

不適正な事務処理等の

指摘だけでなく，監査

結果のフォローアップ

を重視した監査の実

施。制度所管局等に対

し，業務改善を提案す

る監査の実施 

 

監査計画 財務監査担当 

⑵ 定 期 監 査

（工事） 

問題の原因究明と業務

改善に重点を置いた効

果的な監査業務の実施 

 

監査計画 工事監査担当 

⑶住民監査請

求監査 

的確なポイントを押さ

えた効率的な監査業務

の実施 

 

監査計画 監査企画担当 

⑷決算審査等 

各会計の課題を踏まえ

た的確かつ効率的な審

査業務の実施 

 

監査計画 財務監査担当 

２ 

共
通
事
項 

⑴業務改善に

つながる監査

の実施 

違法又は不正等の指摘

にとどまらず，本市内

部のチェック体制にも

留意し，改善提案に重

点を置いた監査を実施

するなど業務改善につ

ながる有用な監査の実

施 

 

監査計画 監査事務局 

⑵監査の実効

性の向上 

コンプライアンス推進

室等との連携の強化，

研修会等への積極的な

講師派遣及びイントラ

ホームページ等を活用

した情報発信など監査

の実効性の向上のため

の取組の実施 

 

 監査事務局 

⑶監査能力の

維持向上 

効率的かつ実効性の高

い監査等の担い手とし

ての職員の育成 

年間研修計画，

京都市職員研

修実施計画 

監査事務局 



 

○ 平成 30 年度重点取組の概要 

  厳正かつ的確に監査業務を実施することにより，市政に対する市民の信頼の

向上及び市民の福祉の増進に寄与することを目指します。 

 

１ 個別事項 

（１）定期監査（事務）及び財政援助団体等監査（事務） 

   監査対象に係るリスクを考慮するとともに不適正な事務処理等の指摘だけ

でなく，改善指導とフォローアップを重視した監査業務を実施する。 

   さらに，制度所管局等に対し，業務改善を提案する監査（改善提案型監査）

にも取り組む。 

（２）定期監査（工事） 

   問題の原因を究明し，業務改善に重点を置いた効果的な監査業務を実施す

る。 

（３）住民監査請求監査  

   限られた監査期間の中で，的確なポイントを押さえた効率的な監査業務を 

  実施する。 

（４）決算審査及び健全化判断比率等審査 

   市会日程に対応するため，限られた審査期間の中で，各会計の課題等を踏

まえた的確かつ効率的な審査業務を実施する。 

 

２ 共通事項 

（１）業務改善につながる監査の実施 

   違法又は不正等の指摘にとどまらず，本市内部のチェック体制にも留意し，

監査対象部局から「監査を受けて良かった」と評価されるよう，経済性，効

率性及び有効性の視点を踏まえ，改善提案に重点を置いた監査を実施するな

ど業務改善につながる有用な監査を目指す。 

（２）監査の実効性の向上 

   監査の結果が事務処理等の適正化に有効に活用されるよう，制度所管局等

との連携を一層深めるとともに，積極的に研修会等への講師派遣を行う。ま

た，庁内向けメールマガジンやイントラホームページ等を活用した情報発

信・啓発を効果的に行い，業務の改善・是正に向け，「伝える力」を向上さ

せていく。 

（３）監査能力の維持向上 

   職員の専門知識の習得と監査能力の向上を目指して，自己研鑽に加え，個々

の職員の経験や能力に応じたＯＪＴ，研修等を計画的に行うことにより，監

査等の担い手を育成し，効率的かつ実効性の高い監査等の実施を目指す。 

 

○ 平成 30 年度予算  ５，２００千円（事務局運営費） 

 

 

 


